
働き方改革特集 働き方改革

1.　はじめに

公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下，
「品確法」という）第 22条に基づく「発注関係事務
の運用に関する指針（以下，「運用指針」という）」は，
発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用を定

めた全ての公共発注者に共通となる指針である。
将来にわたる公共工事の品質確保，その担い手
の中長期的な確保・育成が図られるよう，令和元
年 6月には，災害時の緊急対応の充実強化，働き
方改革への対応，生産性向上への取組，測量・調
査及び設計の品質確保の 4つを柱とする改正品確
法が公布・施行された。改正品確法を踏まえ，令
和 2年 1 月 30 日に開催された公共工事の品質確

「発注関係事務の運用に関する指針
（運用指針）」改正の概要

国土交通省 大臣官房 技術調査課
　　　　　 不動産・建設経済局 建設業課

図－ 1　「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」改正について
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保の促進に関する関係省庁連絡会議において，関
係省庁申し合わせとして運用指針の改正を行った
ところである。本稿では，改正運用指針の概要に
ついて解説する（図－ 1）。

2.　改正の経緯，改正のポイント

今般の運用指針の改正は，改正品確法の 4つの
柱である，災害時の緊急対応の充実強化，働き方
改革への対応，生産性向上への取組，測量・調査
及び設計の品質確保の内容を中心に見直しを行っ
た。具体的には，全体の構成として「災害時にお
ける対応」，「測量，調査及び設計」を新たに追加
するとともに，働き方改革や生産性向上に関する
取組についての内容の充実を図っている。
改正に当たっては，発注関係団体 1,826 団体，
建設業団体等 840 団体に対して，骨子案，本文案
の 2段階でそれぞれ意見照会を行うとともに，令
和元年 10 月 28 日に「発注者責任を果たすための
今後の建設生産・管理システムのあり方に関する
懇談会 建設生産・管理システム部会」（部会長：

小澤一雅 東京大学大学院工学系研究科教授）に
おいて，学識経験者の意見聴取を行った。

3.　改正の主な内容（図－ ₂）

Ⅰ．本指針の位置付け
令和元年 6月に品確法が改正され，災害時の緊
急対応の充実強化や働き方改革への対応，情報通
信技術（以下，「ICT」という）の活用等による
生産性向上を図るための規定が盛り込まれたとと
もに，「公共工事に関する調査等」が明確に定義
され，法律に広く位置付けられたことから，本指
針を見直した。

Ⅱ．発注関係事務の適切な実施のために取り組む
べき事項
1　工事
1－ 1　工事発注準備段階
（適正な工期設定）【取組強化】
工期の設定に当たっては，工事の内容，規模，
方法，施工体制，地域の実情等を踏まえた施工に

図－ 2　「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」改正の主なポイント
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必要な日数のほか，工事に従事する者の休日，工
事の実施に必要な準備・後片付け期間，天候その
他のやむを得ない事由により工事の実施が困難で
あると見込まれる日数等を考慮する。また，週休
2日を実施する工事については，その分の日数を
適正に考慮する。さらに，労働力や資材・機材等
の確保のため，実工期を柔軟に設定できる余裕期
間制度の活用といった契約上の工夫を行うよう努
める。
（計画的な発注や施工時期の平準化）【新規・取組
強化】
工事の施工時期の平準化は，繁忙期と閑散期の
工事量の差を少なくし，年間を通して工事量を安
定させ，労働者の処遇改善や資材・機材等の効率
的な活用促進に寄与するものであるため，発注者
は積極的に計画的な発注や施工時期の平準化のた
めの取組を実施する。
（具体的には，）中長期的な工事の発注見通しに
ついて（略），地域ブロック単位等で統合して公
表する。また，繰越明許費・債務負担行為の活用
や入札公告の前倒しなどの取組により，施工時期
の平準化に取り組む。
1 － 2　工事入札契約段階
（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定
等）【取組強化】
必要に応じて豊富な実績を有していない若手技

術者や，女性技術者などの登用，民間発注工事や
海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮し
て，施工実績の代わりに施工計画を評価するほ
か，主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一
定期間の配置や企業によるバックアップ体制，災
害時の活動実績を評価するなど，適切な評価項目
の設定に努める。
1 － 3　工事施工段階
（施工条件の変化等に応じた適切な設計変更）【取
組強化】
施工条件を適切に設計図書に明示し，設計図書

に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一
致しない場合，設計図書に明示されていない施工
条件について予期することのできない特別な状態

が生じた場合，その他受注者の責によらない事由
が生じた場合において，必要と認められるとき
は，設計図書の変更及びこれに伴って必要となる
請負代金の額や工期の変更を適切に行う。
その際，工期が翌年度にわたることとなったと
きは，繰越明許費を活用する。
（工事中の施工状況の確認等）【取組強化】
建設業法において，元請負人は下請代金のうち
労務費相当については現金で支払うよう適切に配
慮することが規定されたことや，品確法において，
公共工事等に従事する者の賃金や適正な労働時間
の確保等，下請業者を含め適正な労働環境の確保
を促進することが規定されたことを踏まえ，発注
者は，下請業者への賃金の支払いや適正な労働時
間確保に関し，その実態を把握するよう努める。
（受注者との情報共有や協議の迅速化等）【取組強
化】
工事に関する情報の集約化・可視化を図るた
め，BIM/CIMや 3 次元データを積極的に活用す
るとともに，さらに情報を発注者と受注者双方の
関係者で共有できるよう，情報共有システム等の
活用の推進に努める。また，材料検査や出来形確
認などの現場臨場を要する検査については，ウェ
アラブルカメラ等を活用し，発注者と受注者双方
の省力化の積極的な推進に努め，情報共有が可能
となる環境整備を行う。
1 － 4　工事完成後
（工事の目的物の適切な維持管理）【新規】
工事の目的物（橋梁，トンネル，河川堤防，公
共建築物，港湾施設等（既に完成しているものを
含む。）をいう。以下同じ。）を管理する者は，そ
の品質が将来にわたり確保されるよう，適切に点
検，診断，維持，修繕等を実施し，その際，3次
元データ等 ICT の活用に努めるとともに，工事
の目的物の維持管理に係る計画策定，業務・工事
発注準備等の各段階において，発注関係事務を適
切に実施するよう努める。また，権限代行による
事業の整備など，工事の発注者と工事の目的物を
管理する者が異なる場合においても同様に，工事
の目的物を管理する者は発注関係事務を適切に実
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施するよう努める。
1 － 5　その他【取組強化】
発注者及び競争参加者双方の負担を軽減し，競
争性を高める観点から，入札及び契約に関する
ICT の活用の推進，書類・図面等の簡素化及び
統一化を図るとともに，競争参加者の資格審査な
どの手続の統一化に努める。
2　測量，調査及び設計
2－ 1　業務発注準備段階
（適正な履行期間の設定）【新規】
履行期間の設定に当たっては，業務の内容や，
規模，方法，地域の実情等を踏まえた業務の履行
に必要な日数のほか，必要に応じて準備期間，照
査期間や週休 2日を前提とした業務に従事する者
の休日，天候その他のやむを得ない事由により業
務の履行が困難であると見込まれる日数や関連す
る別途発注業務の進捗等を考慮する。
（計画的な発注や履行期間の平準化）【新規】
業務の履行期間の平準化は，繁忙期と閑散期の
業務量の差を少なくし，年度末の業務の集中を回
避させることに寄与するものであるため，発注者
は積極的に計画的な発注や履行期間の平準化に取
り組む。
（具体的には，）工事に係る業務の中長期的な発
注見通しについて（略），地域ブロック単位等で
統合して公表するよう努める。また，繰越明許
費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒しなど
の取組により，履行期間の平準化に取り組む。
2 － 2　業務入札契約段階
（業務の内容に応じた技術提案の評価内容の設定）
【新規】
発注者は，一定の資格，実績，成績等を競争参
加資格条件とすることにより品質を確保できる業
務などを除き，技術提案を求めるよう努める。特
に，技術的に高度又は専門的な技術が要求される
業務，地域特性を踏まえた検討が必要となる業務
においては，プロポーザル方式により技術提案を
求める。
2 － 3　業務履行段階
（設計条件の変化等に応じた適切な設計変更）【新規】

設計条件を適切に設計図書に明示し，関連業務
の進捗状況等，業務に係る様々な要因を適宜確認
し，設計図書に示された設計条件と実際の条件が
一致しない場合，設計図書に明示されていない設
計条件について予期することのできない特別な状
態が生じた場合，その他受注者の責によらない事
由が生じた場合において必要と認められるとき
は，設計図書の変更及びこれに伴って必要となる
契約額や履行期間の変更を適切に行う。
その際，履行期間が翌年度にわたることとなっ
たときは，繰越明許費を活用する。
（履行状況の確認等）【新規】
履行期間中においては，業務成果の品質が適切
に確保されるよう，適正な業務執行を図るため，
休日明け日を依頼の期限日にしない等のウイーク
リースタンスの適用や条件明示チェックシートの
活用，スケジュール管理表の運用の徹底等によ
り，履行状況の確認を適切に実施するよう努める。
（受注者との情報共有や協議の迅速化等）【新規】
業務に関する情報の集約化・可視化を図るた
め，BIM/CIMや 3 次元データを積極的に活用す
るとともに，さらに情報を発注者と受注者双方の
関係者で共有できるよう，情報共有システム等の
活用の推進に努める。また，テレビ会議や現地調
査の臨場を要する確認等におけるウェアラブルカ
メラの活用などにより，発注者と受注者双方の省
力化の積極的な推進に努め，情報共有が可能とな
る環境整備を行う。
2 － 4　業務完了後
（適切な検査・業務成績評定等）【新規】
受注者から業務完了の通知があった場合には，
契約書等に定めるところにより，定められた期限
内に業務の完了を確認するための検査を行い，そ
の結果を業務成績評定に反映させ，受注者へ速や
かに通知する。
地盤状況に関する情報の把握のための地盤調査

（ボーリング等）を行った際には，位置情報，土
質区分，試験結果等を確認するとともに，情報を
関係者間で共有できるよう努める。
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2 － 5　その他【新規】
発注者と競争参加者双方の負担を軽減し，競争
性を高める観点から，入札及び契約に関する
ICT 活用の推進，書類・図面等の簡素化及び統
一化を図るとともに，競争参加者の資格審査など
の手続の統一化に努める。
3　発注体制の強化等
3－ 1　発注体制の整備等
（発注者自らの体制の整備）
各発注者において，自らの発注体制を把握し，
体制が十分でないと認められる場合には発注関係
事務を適切に実施することができる体制を整備す
るとともに，国及び都道府県等が実施する講習会
や研修を職員に受講させるなど国及び都道府県等
の協力・支援も得ながら，発注関係事務を適切に
実施することができる職員の育成に積極的に取り
組むよう努める。国及び都道府県は，発注体制の
整備が困難な発注者に対する必要な支援に努める。
3 － 2　発注者間の連携強化
（発注者間の連携体制の構築）
各発注者は，本指針を踏まえて発注関係事務を
適切かつ効率的に運用できるよう，地域ブロック
毎に組織される地域発注者協議会等に協力し，発
注者間の情報交換や連絡・調整を行うとともに，発
注者共通の課題への対応や各種施策の推進を図る。

Ⅲ．災害時における対応
1　工事
1－ 1　災害時における入札契約方式の選定
　 　【新規】
災害時の入札契約方式の選定に当たっては，工

事の緊急度を勘案し，随意契約等を適用する。
災害協定の締結状況や施工体制，地理的状況，

施工実績等を踏まえ，最適な契約の相手を選定す
るとともに，書面での契約を行う。
災害発生後の緊急対応に当たっては，手続の透

明性，公平性の確保に努めつつ，早期かつ確実な
施工が可能な者を選定することや，概算数量によ
る発注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変
更を行うなど，工事の緊急度に応じた対応も可能

であることに留意する。
1 － 2　現地の状況等を踏まえた発注関係事務に

関する措置【新規】
災害応急対策や災害復旧に関する工事の早期実
施，発注関係事務の負担軽減，復旧・復興を支え
る担い手の確保等の観点から，災害の状況や地域
の実情に応じて，発注関係事務に関して必要な措
置を講じる。
2　測量，調査及び設計
2－ 1　災害時における入札契約方式の選定
　 　【新規】
災害時の入札契約方式の選定に当たっては，業
務の緊急度を勘案し，随意契約等を適用する。
災害協定の締結状況や履行体制，地理的状況，
履行実績等を踏まえ，最適な契約の相手を選定す
るとともに，書面での契約を行う。
災害発生後の緊急対応に当たっては，手続の透
明性，公平性の確保に努めつつ，早期かつ確実な
履行が可能な者を選定することや，概算数量によ
る発注を行った上で現地状況等を踏まえて契約変
更を行うなど，業務の緊急度に応じた対応も可能
であることに留意する。
2 － 2　現地の状況等を踏まえた発注関係事務に

関する措置【新規】
災害応急対策や災害復旧に関する業務の早期実
施，発注関係事務の負担軽減，復旧・復興を支え
る担い手の確保等の観点から，災害の状況や地域
の実情に応じて，発注関係事務に関して必要な措
置を講じる。
3　建設業者団体・業務に関する各種団体等や他
の発注者との連携【新規】
災害発生時の状況把握や災害応急対策又は災害
復旧に関する工事及び業務を迅速かつ円滑に実施
するため，あらかじめ，災害時の履行体制を有す
る建設業者団体や業務に関する各種団体等と災害
協定を締結する等の必要な措置を講ずるよう努め
る。災害協定の締結に当たっては，災害対応に関
する工事及び業務の実施や費用負担，訓練の実施
等について定める。また，必要に応じて，協定内
容の見直しや標準化を進める。
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災害による被害は社会資本の所管区分とは無関
係に面的に生じるため，その被害からの復旧に当
たっても地域内における各発注者が必要な調整を
図りながら協働で取り組む。復旧の担い手となる
地域企業等による円滑な施工確保対策について
も，特定の発注者のみが措置を講じるのではな
く，必要に応じて地域全体として取り組む。
地域の状況を踏まえ，必要に応じて，発注機関
や各種団体が円滑な施工確保のための情報共有や
対応策の検討等を行う場を設置する。

Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用
1　工事
1－ 2　工事の品質確保とその担い手の中長期的

な育成・確保に資する入札契約方式の活用
の例【取組強化】

ワーク・ライフ・バランス等推進企業を必要に
応じて評価項目に設定。
2　測量，調査及び設計
2－ 1　多様な入札契約方式の選択の考え方及び

留意点
（特定者又は落札者の選定方法の概要）【新規】
・プロポーザル方式
内容が技術的に高度な業務や専門的な技術が要

求される業務，特に地域特性を踏まえた検討が必
要となる業務であって，提出された技術提案に基
づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待でき
る業務
・総合評価落札方式
事前に仕様を確定することが可能であるが，競

争参加者の提示する技術等によって，調達価格の
差異に比して，事業の成果に相当程度の差異が生
ずることが期待できる業務
・価格競争方式
発注者が示す仕様に対し，価格提案のみを求

め，落札者を決定する方式
・コンペ方式
対象とする施設や空間に求める機能や条件を発
注者側から示し，その機能や条件に合致した設計
案を募り，最も優秀とみなされた設計案を選ぶ方式

Ⅴ．その他配慮すべき事項
1　受注者等の責務【新規】
各発注者は，発注関係事務の実施に当たり，品
確法第 8条に「受注者等の責務」が規定されてい
ることを踏まえ，以下に示す内容等については特
に留意する。（略）
2　その他
本指針の記載内容について，各発注者の理解，
活用の参考とするため，具体的な取組事例や既存
の要領，ガイドライン等を盛り込んだ解説資料を
作成することとしており，適宜参照の上，発注関
係事務の適切な実施に努める。

4.　おわりに

公共工事の品質を将来にわたり確保するととも
に，その担い手の育成・確保を図るためには，災
害時の緊急対応の充実強化，働き方改革への対
応，生産性向上への取組，測量・調査及び設計の
品質確保等の取組を強力に推進していくことが不
可欠である。
都道府県や市町村を含む全ての公共工事の発注
者が適切に発注関係事務を運用し，品確法に定め
られた発注者としての責務を果たしていくことが
求められる。法改正の理念を現場で実現するた
め，地域発注者協議会等の様々な機会を通じて品
確法・運用指針の内容を周知・徹底し，公共工事
の品質確保に取り組んでいく。
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